
昭
和
三
十
年
建
設
省
令
第
五
号

土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
九
条
第
二

項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
九
条
第

三
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、

第
四
十
九
条
、
第
五
十
五
条
第
六
項
、
第
六
十
九
条
第
六
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
五
条

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
並
び
に
土
地
区
画
整
理
法
施

行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
き
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
規
準
、
規
約
、
定
款
、
事
業
計
画
等
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
等
（
第
一
条―

第
四
条
の
五
）

第
二
章
　
事
業
計
画
の
内
容
及
び
技
術
的
基
準
等
（
第
五
条―

第
十
条
の
二
）

第
三
章
　
住
宅
先
行
建
設
区
、
市
街
地
再
開
発
事
業
区
及
び
高
度
利
用
推
進
区
へ
の
換
地
の
申
出
等
（
第
十
条
の

二
の
二―

第
十
条
の
七
）

第
四
章
　
換
地
計
画
の
認
可
申
請
手
続
及
び
内
容
（
第
十
一
条―

第
十
四
条
）

第
四
章
の
二
　
指
定
検
定
機
関
（
第
十
四
条
の
二―

第
十
四
条
の
十
三
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
十
五
条―

第
二
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
規
準
、
規
約
、
定
款
、
事
業
計
画
等
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
等

（
個
人
施
行
、
組
合
施
行
及
び
区
画
整
理
会
社
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
一
条
　
土
地
区
画
整
理
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
一
人
で
施
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
規
準
及
び
事
業
計
画
を
、
数
人
共
同
し
て
施
行
し
よ
う
と
す

る
者
に
あ
つ
て
は
規
約
及
び
事
業
計
画
を
、
認
可
申
請
書
と
と
も
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
定
款
及
び
事
業
計
画
を
認
可
申
請
書
と

と
も
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
定
款
及
び
事
業
基
本
方
針
を
認
可
申
請

書
と
と
も
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
準
及
び
事
業
計
画
を
認
可
申

請
書
と
と
も
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
施
行
、
組
合
施
行
及
び
区
画
整
理
会
社
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
内
の
宅
地
の
所
有
者
若
し
く
は
そ
の
区
域
内

の
宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
区
域
内
の
水
面
に
つ
い
て
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
を
受
け
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
同
意
を
得
た

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
宅
地
以
外
の
土
地
を
管
理
す
る
者
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
内
の
宅
地

に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

２
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
宅
地
以

外
の
土
地
を
管
理
す
る
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

三
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

施
行
地
区
及
び
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
内
の
宅
地
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
類
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終

了
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
住
宅
先
行
建
設
区
を
定
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
の

終
了
に
つ
い
て
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
宅
地
に
つ
い
て
の
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
施
行
地
区
に
お
け
る
住
宅
の
建
設
を
促
進
す
る
上
で
支
障

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

４
　
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
内
の
宅
地
の
所
有
者
若
し
く
は
そ
の
区
域
内

の
宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
区
域
内
の
水
面
に
つ
い
て
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
宅
地
以
外
の
土
地
を
管
理
す
る
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き

は
、
そ
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

５
　
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
前
項
第
一
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
土
地
区
画
整
理
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い

う
。
）
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
の
決
定
に
つ
い
て
総
会
の
議
決
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
が
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
宅
地
以
外

の
土
地
を
管
理
す
る
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

三
　
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
会
の
開
催
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

四
　
法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
意
見
書
の
処
理
の

経
緯
を
説
明
す
る
書
類

７
　
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
の
変
更
又
は
事
業
計
画
若
し
く
は
事
業
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
総
会
又
は
総
代
会
の
議
決
を
経
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
が
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り

宅
地
以
外
の
土
地
を
管
理
す
る
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
承
認
を
得
た
こ

と
を
証
す
る
書
類

三
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
が
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
新
た
に
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
内
の
宅
地
の
所
有
者
及
び
そ
の
区
域
内
の
宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有

す
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
が
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

1



８
　
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
解
散
の
認
可
の
決
定
に
関
す
る
総
会
の
議
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ロ
　
定
款
で
定
め
た
解
散
事
由
の
発
生
を
証
す
る
書
類

ハ
　
事
業
の
完
成
又
は
そ
の
完
成
の
不
能
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
が
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
住
宅
先
行
建
設
区

を
定
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
の
完
成
の
不
能
に
よ
る
解
散
そ
の
他
事
業
の
廃
止
に
よ
る
解
散
以
外
の

解
散
に
つ
い
て
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
宅
地
に
つ
い
て
の
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

又
は
法
第
四
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
施
行
地
区
に
お
け
る
住
宅
の
建
設
を
促
進
す
る
上
で
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

９
　
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
の
写
し

二
　
株
主
名
簿
の
写
し

三
　
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
前
段
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
五
十
一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
宅
地

以
外
の
土
地
を
管
理
す
る
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
承
認
を
得
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

五
　
法
第
五
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

10
　
法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
区
画
整
理
会
社
は
、
認
可
申
請
書
に
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
区
画
整
理
会
社
が
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条

の
規
定
に
よ
り
宅
地
以
外
の
土
地
を
管
理
す
る
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

四
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
区
画
整
理
会
社
が
法
第
五
十
一
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

11
　
法
第
五
十
一
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
区
画
整
理
会
社
は
、
認
可
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
若
し
く
は
会
社
分
割
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業

を
承
継
す
る
会
社
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
る
会
社
若
し
く
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
一

部
を
譲
り
渡
す
会
社
及
び
当
該
事
業
の
一
部
を
譲
り
受
け
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
合
併
会
社
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
定
款
の
写
し

二
　
合
併
会
社
等
に
係
る
株
主
名
簿
の
写
し

三
　
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
前
段
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
合
併
若
し
く
は
会
社
分
割
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た

書
類

五
　
合
併
契
約
書
、
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
又
は
事
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
に
関
す
る
契
約
書
の

写
し

12
　
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
区
画
整
理
会
社
は
、
認
可
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
類
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終

了
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
区
画
整
理
会
社
が
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
の
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
五
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
住
宅
先
行
建
設
区

を
定
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
の
終
了
に
つ
い
て
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十

五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
宅
地
に
つ
い
て
の
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
施
行

地
区
に
お
け
る
住
宅
の
建
設
を
促
進
す
る
上
で
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
個
人
施
行
、
組
合
施
行
及
び
区
画
整
理
会
社
施
行
に
関
す
る
都
道
府
県
知
事
の
公
告
事
項
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

二
　
事
務
所
の
所
在
地

三
　
施
行
認
可
の
年
月
日

四
　
施
行
者
の
住
所

五
　
事
業
年
度

六
　
公
告
の
方
法

２
　
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
（
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
変
更
前
の
も
の
と
す
る
。
）
並
び
に
施
行
認
可
の
年
月
日

二
　
前
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
変
更
の
内
容

三
　
変
更
認
可
の
年
月
日

３
　
法
第
十
一
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
約
に
つ
い
て
認
可
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
八
項

に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
施
行
認
可
の
年
月
日

二
　
法
第
十
一
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
規
約
に
つ
い
て
認
可
し
た
旨
及
び
そ
の
認
可
の
年
月
日

４
　
法
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
施
行
認
可
の
年
月
日

二
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
廃
止
又
は
終
了
の
認
可
の
年
月
日

５
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

可
に
係
る
公
告
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
に
係
る
公
告
に
あ
つ
て

は
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
務
所
の
所
在
地

二
　
設
立
認
可
の
年
月
日

三
　
事
業
年
度

四
　
公
告
の
方
法

五
　
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

６
　
法
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
及
び
事
業
施
行
予
定
期
間
と
す
る
。

７
　
法
第
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
組
合
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
（
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
変
更
前
の
も
の
と
す
る
。
）
並
び
に
設
立
認
可
の
年
月
日

二
　
第
五
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

変
更
の
内
容
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三
　
変
更
認
可
の
年
月
日

８
　
法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
事
業

施
行
予
定
期
間
と
す
る
。

９
　
法
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

二
　
事
務
所
の
所
在
地

三
　
施
行
認
可
の
年
月
日

四
　
事
業
年
度

五
　
公
告
の
方
法

10
　
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
（
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
変
更
前
の
も
の
と
す
る
。
）
並
び
に
施
行
認
可
の
年
月
日

二
　
前
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容

三
　
変
更
認
可
の
年
月
日

11
　
法
第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
施
行
認
可
の
年
月
日

二
　
区
画
整
理
会
社
の
名
称
に
関
し
て
変
更
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

12
　
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
施
行
認
可
の
年
月
日

二
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
廃
止
又
は
終
了
の
認
可
の
年
月
日

（
地
方
公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
三
条
の
二
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
可
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
施
行
者
の
名
称
及
び
事
業
施
行
期
間

二
　
資
金
計
画

三
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
範
囲

四
　
都
道
府
県
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は
、
事
業
計
画
の
縦
覧
及
び
意
見
書
の
処
理
の
経
過

五
　
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に

住
宅
先
行
建
設
区
、
市
街
地
再
開
発
事
業
区
又
は
高
度
利
用
推
進
区
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
住
宅
先
行

建
設
区
、
市
街
地
再
開
発
事
業
区
又
は
高
度
利
用
推
進
区
の
位
置
及
び
面
積

（
地
方
公
共
団
体
施
行
及
び
国
土
交
通
大
臣
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
四
条
　
法
第
五
十
五
条
第
九
項
及
び
第
六
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

二
　
事
務
所
の
所
在
地

三
　
事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

２
　
法
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
及
び
法
第
六
十
九
条
第
十
項
に
お
い
て
施
行
規
程

又
は
事
業
計
画
を
変
更
し
た
場
合
の
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
（
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
変
更
前
の
も
の
と
す
る
。
）
並
び
に
事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

二
　
前
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容

三
　
変
更
の
年
月
日

（
地
方
住
宅
供
給
公
社
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条
の
二
　
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
一
条
の
三
第
十
四
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と

す
る
地
方
住
宅
供
給
公
社
（
市
の
み
が
設
立
し
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
農
業
委
員
会
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し

書
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
。
）
及
び
土
地
改
良

区
の
意
見
を
聴
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
意
見
を
記
載
し
た
書
類
を
認
可
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
機
構
等
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
四
条
の
三
　
法
第
七
十
一
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

二
　
事
務
所
の
所
在
地

三
　
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

２
　
法
第
七
十
一
条
の
三
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
（
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
変
更
前
の
も
の
）
並
び
に
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

二
　
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変
更
の

内
容

三
　
変
更
認
可
の
年
月
日

（
公
告
の
方
法
）

第
四
条
の
四
　
法
第
九
条
第
三
項
（
法
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
十
一
条
第
八
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
四

十
五
条
第
五
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
（
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
項
及
び

第
五
十
一
条
の
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
九
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
第
七
十
一
条
の
三
第
十
一
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
公
告
は
、
官
報
、
公

報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
書
の
内
容
の
審
査
の
方
法
）

第
四
条
の
五
　
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行

政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
口
頭
意

見
陳
述
（
法
第
二
十
条
第
四
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
第
五
十
一
条
の
八
第
四
項
（
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
を
い
う
。
）
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理

関
係
人
（
法
第
二
十
条
第
四
項
又
は
第
五
十
一
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
二
十
八

条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理
に
必
要

な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
都
道
府
県
知
事
が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人
ご
と
に
指
定
し

て
行
う
。

２
　
令
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
口

頭
意
見
陳
述
（
法
第
五
十
五
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
を
い
う

。
）
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
法
第
五
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行

政
不
服
審
査
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴

い
て
、
当
該
審
理
に
必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
が
相
当
と
認
め
る

場
所
を
、
審
理
関
係
人
ご
と
に
指
定
し
て
行
う
。
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３
　
令
第
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
口

頭
意
見
陳
述
（
法
第
六
十
九
条
第
四
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
を
い
う
。
）

の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不

服
審
査
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、

当
該
審
理
に
必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係

人
ご
と
に
指
定
し
て
行
う
。

４
　
令
第
三
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
口

頭
意
見
陳
述
（
法
第
七
十
一
条
の
三
第
九
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
を

い
う
。
）
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
法
第
七
十
一
条
の
三
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理
に
必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人
ご
と
に
指
定
し
て
行
う
。

第
二
章
　
事
業
計
画
の
内
容
及
び
技
術
的
基
準
等

（
施
行
地
区
位
置
図
及
び
施
行
地
区
区
域
図
）

第
五
条
　
法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
四
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七

十
一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
施
行
地
区
（
施
行
地
区
を
工
区
に
分
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行
地
区
及
び

工
区
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
施
行
地
区
位
置
図
及
び
施
行
地
区
区
域
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
施
行
地
区
位
置
図
は
、
縮
尺
三
万
分
の
一
以
上
と
し
、
施
行
地
区
の
位
置
、
都
市
計
画
区
域
及
び
市
街

化
区
域
を
表
示
し
た
地
形
図
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
事
業
が
災
害
の
発
生
そ
の
他
特

別
の
事
情
に
よ
り
急
施
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
縮
尺
三
万
分
の
一
以
上
の
地
形
図

が
な
い
と
き
は
、
施
行
地
区
位
置
図
の
縮
尺
は
、
五
万
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

３
　
第
一
項
の
施
行
地
区
区
域
図
は
、
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
と
し
、
施
行
地
区
の
区
域
並
び
に
そ
の
区
域
を

明
ら
か
に
表
示
す
る
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
都
道
府
県
界
、
市
町
村
界
、
市
町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の

境
界
、
都
市
計
画
区
域
界
、
市
街
化
区
域
界
並
び
に
宅
地
の
地
番
及
び
形
状
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
設
計
の
概
要
に
関
す
る
図
書
）

第
六
条
　
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
の
概
要
、
同
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の

四
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
住
宅
先
行
建
設
区
、
同
条
第
四
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
四
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
八

条
及
び
第
七
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
区
及

び
同
条
第
六
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
四
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
一
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
高
度
利
用
推
進
区
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図

を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
目
的

二
　
施
行
地
区
内
の
土
地
の
現
況

三
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
地
積
（
保
留
地
の
予
定
地
積
を
除
く
。
）

の
合
計
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
前
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
地
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合

四
　
保
留
地
の
予
定
地
積

五
　
公
共
施
設
の
整
備
改
善
の
方
針

六
　
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
業
又
は
埋
立

て
若
し
く
は
干
拓
に
関
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
の
概
要

七
　
住
宅
先
行
建
設
区
の
面
積

八
　
市
街
地
再
開
発
事
業
区
の
面
積

九
　
高
度
利
用
推
進
区
の
面
積

３
　
第
一
項
の
設
計
図
は
、
縮
尺
千
二
百
分
の
一
以
上
と
し
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区

内
の
公
共
施
設
並
び
に
鉄
道
、
軌
道
、
官
公
署
、
学
校
及
び
墓
地
の
用
に
供
す
る
宅
地
の
位
置
及
び
形
状
を
、
土

地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
よ
り
新
設
し
、
又
は
変
更
さ
れ
る
部
分
と
既
設
の
も
の
で
変
更
さ
れ
な
い
部
分
と
に

区
別
し
て
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
計
画
書
）

第
七
条
　
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
計
画
は
、
資
金
計
画
書
を
作
成
し
、
収
支
予
算
を
明
ら
か
に
し
て
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
行
地
区
及
び
工
区
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

第
八
条
　
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
行
地
区
の
設
定
に
関
す
る
同
条
第
十
一
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
、
第

五
十
一
条
の
四
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
施
行
地
区
は
、
道
路
、
河
川
、
運
河
、
鉄
道
そ
の
他
の
土
地
の
範
囲
を
表
示
す
る
に
適
当
な
施
設
で
土
地
区

画
整
理
事
業
の
施
行
に
よ
り
そ
の
位
置
が
変
更
し
な
い
も
の
に
接
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
こ
れ
ら
の
施
設
の
整
備
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
整
備

改
善
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
宅
地
の
範
囲
で
施
行
地
区
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別

の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
施
行
地
区
は
、
当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
を
著
し
く
困
難
に
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
都

市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
公
共
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
を
避
け
て
定
め
て
は
な
ら
な
い
。

三
　
施
行
地
区
を
工
区
に
分
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
工
区
と
工
区
と
の
境
界
は
、
で
き
る
限
り
道
路
、
河
川
、

運
河
、
鉄
道
そ
の
他
の
土
地
の
範
囲
を
表
示
す
る
に
適
当
な
施
設
で
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
よ
り
そ
の

位
置
が
変
更
し
な
い
も
の
に
接
し
て
、
又
は
そ
の
中
心
線
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
施
行
地
区
を
工
区
に
分
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
工
区
内
の
宅
地

の
地
積
（
保
留
地
の
予
定
地
積
を
除
く
。
）
の
合
計
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
前
に
お
け
る
工
区
内
の
宅

地
の
地
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合
に
お
い
て
、
各
工
区
間
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
な
い
よ
う
に
工
区
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
計
の
概
要
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

第
九
条
　
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
の
概
要
の
設
定
に
関
す
る
同
条
第
十
一
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
、

第
五
十
一
条
の
四
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
設
計
の
概
要
は
、
施
行
地
区
又
は
施
行
地
区
を
含
む
一
定
の
地
域
に
つ
い
て
近
隣
住
区
（
小
学
校
（
義
務
教

育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
を
中
心
と
す
る
人
口
一
人
当
り
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
百
平
方
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
地
積
を
基
準
と
し
、
人
口
約
一
万
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
地
区
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
想
定
し
、
そ
の
住
区
内
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
生
活
の
利
便
を
促
進
す
る
よ
う
に
考
慮
し
て

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
設
計
の
概
要
は
、
幹
線
道
路
と
幹
線
道
路
以
外
の
道
路
と
の
交
差
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
考
慮
し
て
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
区
画
道
路
（
幹
線
道
路
以
外
の
道
路
を
い
い
、
裏
口
通
路
を
除
く
。
）
の
幅
員
は
、
住
宅
地
に
あ
つ
て
は
六

メ
ー
ト
ル
以
上
、
商
業
地
又
は
工
業
地
に
あ
つ
て
は
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

特
別
の
事
情
に
よ
り
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
宅
地
に
あ
つ
て
は
四
メ
ー
ト
ル

以
上
、
商
業
地
又
は
工
業
地
に
あ
つ
て
は
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

四
　
住
宅
地
に
お
い
て
は
、
道
路
を
で
き
る
限
り
通
過
交
通
の
用
に
供
さ
れ
難
い
よ
う
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五
　
道
路
（
裏
口
通
路
を
除
く
。
）
が
交
差
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
交
差
又
は
屈
曲
の
部

分
の
街
角
に
つ
い
て
適
当
な
す
み
き
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
設
計
の
概
要
は
、
公
園
の
面
積
の
合
計
が
施
行
地
区
内
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
る
人
口
に
つ
い
て
一
人
当
り

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
施
行
地
区
の
面
積
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
地
区
の
大
部
分
が
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第

一
項
第
一
号
の
工
業
専
用
地
域
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
健
全
な
市
街
地
を
造
成
す
る
の
に
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
及
び
道
路
、
広
場
、
河
川
、
堤
防
又
は
運
河
の
整
備
改
善
を
主
た
る
目
的
と
し

て
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七
　
設
計
の
概
要
は
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
が
建
築
物
を
建
築
す
る
の
に
適
当
な
宅
地
と
な
る
よ
う
必
要
な
排
水

施
設
の
整
備
改
善
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
　
設
計
の
概
要
は
、
施
行
地
区
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
当
該
土
地
区
画
整

理
事
業
の
目
的
並
び
に
施
行
地
区
の
規
模
、
形
状
及
び
周
辺
の
状
況
並
び
に
施
行
地
区
内
の
土
地
の
地
形
及
び

地
盤
の
性
質
を
勘
案
し
て
、
施
行
地
区
に
お
け
る
植
物
の
生
育
の
確
保
上
必
要
な
樹
木
の
保
存
、
表
土
の
保
全

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
計
画
に
関
す
る
基
準
）

第
十
条
　
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
計
画
に
関
す
る
同
条
第
十
一
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
一

条
の
四
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
一
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
金
計
画
の
う
ち
収
入
予
算
に
お
い
て
は
、
収
入
の
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
収
入
金
と
し
て
計

上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
資
金
計
画
の
う
ち
支
出
予
算
に
お
い
て
は
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
基
準
に
よ
り
そ
の
経
費
を
算
定
し
、
こ
れ

を
支
出
金
と
し
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
の
方
針
）

第
十
条
の
二
　
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
説
明
書
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
そ
の
概
数
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。

一
　
当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
目
的

二
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
地
積
（
保
留
地
の
予
定
地
積
を
除
く
。
）

の
合
計
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
前
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
地
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合

三
　
保
留
地
の
予
定
地
積

四
　
事
業
施
行
予
定
期
間

五
　
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
を
受
け
る
ま
で
の
資
金
計
画

第
三
章
　
住
宅
先
行
建
設
区
、
市
街
地
再
開
発
事
業
区
及
び
高
度
利
用
推
進
区
へ
の
換
地
の
申
出
等

（
住
宅
先
行
建
設
区
へ
の
換
地
の
申
出
）

第
十
条
の
二
の
二
　
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
設
計
画
書
）

第
十
条
の
三
　
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
建
設
計
画
は
、
別
記
様
式
第
二
の
建
設
計
画
書
を
作
成
し
て
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
建
設
計
画
書
に
は
、
建
設
計
画
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
施
行
者
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
作
物
）

第
十
条
の
四
　
法
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
作
物
は
、
仮
設
の
工
作
物
と
す

る
。

（
市
街
地
再
開
発
事
業
区
へ
の
換
地
の
申
出
）

第
十
条
の
五
　
法
第
八
十
五
条
の
三
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
三
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
度
利
用
推
進
区
へ
の
換
地
等
の
申
出
）

第
十
条
の
六
　
法
第
八
十
五
条
の
四
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
四
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
八
十
五
条
の
四
第
二
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
五
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
八
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
十
五
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
作
物
）

第
十
条
の
七
　
法
第
八
十
五
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
作
物
は
、
仮
設
の
工
作
物
と
す

る
。

第
四
章
　
換
地
計
画
の
認
可
申
請
手
続
及
び
内
容

（
換
地
計
画
の
認
可
申
請
手
続
）

第
十
一
条
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認

可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
施
行
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九

十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
換
地
計
画
に
係
る
区
域
内
の
宅
地
に
つ

い
て
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
組
合
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
換
地
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
つ
い
て

の
総
会
若
し
く
は
そ
の
部
会
又
は
総
代
会
の
議
決
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
区
画
整
理
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は

第
九
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
施
行
者
、
組
合
又
は
区
画
整
理
会
社
以
外
の
施
行
者
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
法
第
八
十
八
条
第
六
項
（
法
第
九
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
土
地
区
画
整
理
審
議
会
の
意
見
書

五
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
施
行
者
以
外
の
施
行
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
八
十
八
条
第

三
項
（
法
第
九
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
が

あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
意
見
書
の
処
理
の
経
緯
を
説
明
す
る
書
類
（
法
第
八
十
八
条
第
六
項
又
は
第
七
項
（
法

第
九
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
審
議
会
又
は
農
業

委
員
会
の
意
見
書
を
含
む
。
）

（
換
地
設
計
）

第
十
二
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
換
地
設
計
は
、
換
地
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
換
地
図
は
、
縮
尺
千
二
百
分
の
一
以
上
と
し
、
次
に
掲
げ
る
土
地
の
位
置
及
び
形
状
を
表
示
し
、
土
地

区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
町
又
は
字
の
区
域
及
び
各
筆
の
土
地
ご
と
の
予
定
地
番
を
記
入
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
従
前
の
宅
地
及
び
換
地
（
従
前
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
及
び
地
役
権
以
外
の
権
利
又
は
処
分
の
制
限
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
又
は
処
分
の
制
限
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
宅
地
又
は
そ
の
部
分
及
び
換

地
に
つ
い
て
定
め
た
こ
れ
ら
の
権
利
又
は
処
分
の
制
限
の
目
的
と
な
る
べ
き
宅
地
又
は
そ
の
部
分
を
含
む
。
）

二
　
保
留
地

三
　
法
第
八
十
九
条
の
四
又
は
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
換
地
計
画
に
お
い
て
施
行
地
区
内
の
土
地

の
共
有
持
分
を
与
え
る
よ
う
に
定
め
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
土
地

四
　
法
第
九
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
換
地
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
一

部
及
び
そ
の
建
築
物
の
存
す
る
土
地
の
共
有
持
分
を
与
え
る
よ
う
に
定
め
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
築
物
の
存

す
る
土
地

五
　
法
第
九
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
換
地
計
画
に
お
い
て
施
行
地
区
内
の
土
地
を
参
加
組
合
員
に
対
し
て
与

え
る
べ
き
宅
地
と
し
て
定
め
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
宅
地
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（
各
筆
換
地
明
細
）

第
十
三
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
各
筆
換
地
明
細
及
び
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
保
留
地
そ
の
他

の
特
別
の
定
め
を
す
る
土
地
の
明
細
は
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
）

第
十
四
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
は
、
別
記
様
式
第
七
に
よ
り
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
の
二
　
指
定
検
定
機
関

（
指
定
検
定
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
十
四
条
の
二
　
法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
検
定
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
行
お
う
と
す
る
検
定
事
務
の
範
囲

四
　
検
定
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（
申
請
の
日
の
属
す

る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
検
定
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
ご
と
の
検
定
用
設
備
の
概
要
及
び
整
備
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八
　
現
に
行
つ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

九
　
検
定
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
　
法
第
百
十
七
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
委
員
の
選
任
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
法
第
百
十
七
条
の
五
第
二
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
関
す
る
役
員
の
誓
約
書

十
二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条
の
三
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
指
定
検
定
機
関
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
役
員
の
選
任
又
は
解
任
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条
の
四
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
役
員
と
し
て
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
解
任
し
よ
う
と
す
る
役
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

三
　
選
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
略
歴

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
申
請
書
に
、
当
該
選
任
に
係
る

者
の
就
任
承
諾
書
及
び
法
第
百
十
七
条
の
五
第
二
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
関
す
る
誓
約
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
委
員
の
要
件
）

第
十
四
条
の
五
　
法
第
百
十
七
条
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定

に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
換
地
計
画
に
つ
い
て
専
門
的
な
技
術
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

（
検
定
委
員
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

第
十
四
条
の
六
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
定
委
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

三
　
選
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
略
歴

（
検
定
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
七
　
法
第
百
十
七
条
の
十
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
検
定
事
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
検
定
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
検
定
事
務
を
行
う
事
務
所
及
び
検
定
地
に
関
す
る
事
項

三
　
検
定
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
検
定
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
検
定
委
員
の
選
任
又
は
解
任
に
関
す
る
事
項

六
　
検
定
事
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
検
定
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
検
定
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
検
定
事
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条
の
八
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
十
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
検
定
事
務
規
程
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
十
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条
の
九
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
十
一
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
、
こ
れ

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
十
一
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
帳
簿
）

第
十
四
条
の
十
　
法
第
百
十
七
条
の
十
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
検
定
年
月
日

二
　
検
定
地

三
　
受
検
者
の
受
検
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
合
否
の
別

四
　
合
格
し
た
者
に
書
面
で
そ
の
旨
を
通
知
し
た
日
（
以
下
「
合
格
通
知
日
」
と
い
う
。
）

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
十
六
条
の
三
及
び
第
十
六
条

の
四
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明

確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
法
第
百
十
七
条
の
十
二
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３
　
法
第
百
十
七
条
の
十
二
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
検
定
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
）

第
十
四
条
の
十
一
　
指
定
検
定
機
関
は
、
検
定
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
定
年
月
日

二
　
検
定
地

三
　
受
検
申
請
者
数

四
　
受
検
者
数

五
　
合
格
者
数

六
　
合
格
通
知
日

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
合
格
者
の
受
検
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
合
格
者
一
覧
表
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
事
務
の
休
廃
止
の
許
可
）

第
十
四
条
の
十
二
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
検
定
事
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
検
定
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
十
四
条
の
十
三
　
指
定
検
定
機
関
は
、
法
第
百
十
七
条
の
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
定
事
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
検
定
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
五
章
　
雑
則

（
施
行
者
の
変
動
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
及
び
都
道
府
県
知
事
の
公
告
事
項
）

第
十
五
条
　
法
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
、
当
該
変
動
に
係
る
者
の
氏
名
及

び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し

た
施
行
者
変
動
届
出
書
を
当
該
変
動
の
原
因
で
あ
る
所
有
権
又
は
借
地
権
の
承
継
又
は
消
滅
が
あ
つ
た
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
施
行
認
可
の
年
月
日

二
　
新
た
に
施
行
者
と
な
つ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
施
行
者
で
な
く
な
つ
た
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
名
称
）

（
借
地
権
の
申
告
手
続
）

第
十
六
条
　
法
第
十
九
条
第
三
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
（
法
第
五
十
一
条
の
十

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八
に
よ
る
借
地
権
申
告
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
借
地
権
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
借
地
権
申
告
書
に
署
名
し
た
者
の
運
転
免
許
証
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
を
い
う
。
）
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う
。
）
の
写
し
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
に
足
り
る
書
類
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
に
足
り
る
書
類
）
（
以
下
「
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）

二
　
借
地
権
が
宅
地
の
一
部
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
図
面

（
方
位
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

３
　
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
借
地
権
申
告
書
が
借
地
権
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
そ

の
書
面
が
そ
の
借
地
権
を
証
す
る
に
足
り
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
更
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
組
合
員
へ
の
周
知
等
）

第
十
六
条
の
二
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
は
、
同
条
第
三
項
の
事
業
計
画
の
案
を
作

成
し
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
に
係
る
総
会
の
開
催
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
当
該
事
業
計
画
の
案
に
関
す
る
説
明
会

を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
少
な
く
と
も
説
明
会
の
開
催
日
の
五
日
前
か

ら
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
、
当
該
事
業
計
画
の

案
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
説
明
会
は
、
で
き
る
限
り
、
説
明
会
に
参
加
す
る
組
合
員
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を

定
め
、
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
組
合
は
、
説
明
会
の
開
催
日
の
五
日
前
ま
で
に
、
説
明
会
の
開
催
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
次
項
の
規
定
に
よ

り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
組
合
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
組
合
員
は
、
組
合
が
説
明
会
の
開
催
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
下
ら
な
い
範
囲
内
で
定
め
る
期
間
が

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
事
業
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
組
合
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
十
六
条
の
三
　
法
第
二
十
八
条
第
七
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
）

第
十
六
条
の
四
　
法
第
三
十
二
条
第
四
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
会
の
招
集
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
六
条
の
五
　
法
第
三
十
二
条
第
五
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
賦
課
金
等
の
督
促
手
数
料
の
額
の
限
度
）

第
十
七
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
督
促
状

一
通
に
つ
き
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
定
形
郵

便
物
の
料
金
の
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

（
決
算
報
告
書
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
決
算
報
告
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
合
の
解
散
の
時
に
お
け
る
財
産
及
び
債
務
の
明
細

二
　
債
権
の
取
立
及
び
債
務
の
弁
済
の
経
緯

三
　
残
余
財
産
の
処
分
の
明
細

（
収
用
委
員
会
に
対
す
る
裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
十
九
条
　
令
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
九
と
す
る
。
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（
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
行
う
公
告
の
方
法
）

第
十
九
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
第
五
項
（
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
行
う
公
告
は
、
施

行
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す
る
情
報
の
保
護
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
七
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
行
う
公
告

は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
公
告
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
間
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
告
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
九
条
の
三
　
法
第
七
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
施
行
者
が

個
人
施
行
者
、
組
合
又
は
区
画
整
理
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
施
行
地
区
の
面
積
が
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
る
場
合

二
　
施
行
者
が
自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

（
標
識
）

第
二
十
条
　
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
標
識
は
、
標
示
杭
に
土
地
区
画
整
理
事

業
の
名
称
及
び
施
行
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
を
表
示
し
た
も
の
と
す
る
。

（
登
記
所
へ
の
届
出
事
項
）

第
二
十
一
条
　
施
行
者
が
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
登
記
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
施
行
地
区
（
施
行
地
区
を
工
区
に
分
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行
地
区
及
び
工
区
）
に
含
ま
れ
る
土
地
の

名
称
（
町
名
若
し
く
は
字
名
及
び
地
番
）
又
は
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
を
受
け
た

水
面
の
位
置
及
び
範
囲

二
　
法
第
七
十
六
条
第
一
項
各
号
の
一
に
掲
げ
る
公
告
の
あ
つ
た
年
月
日

三
　
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
行
地
区
区
域
図

四
　
換
地
処
分
の
予
定
時
期

（
登
記
所
へ
の
通
知
）

第
二
十
二
条
　
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
そ
の
通
知
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
書
の
謄
本

二
　
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
換
地
図

三
　
第
十
三
条
に
規
定
す
る
換
地
明
細
書

２
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
書
類
は
、
当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
（
法
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
工
区
ご
と
に
換
地
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
工
区
）
が
二
以
上
の
登
記
所
の
管
轄
に
わ
た
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
地
域
ご
と
に
分
割
し
た
も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
一
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
従
前
の
土
地
に
対
す
る
換
地
が
他
の
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
土
地

で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
土
地
に
照
応
す
る
換
地
又
は
従
前
の
土
地
を
当
該
分
割
書
類
に
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
利
申
告
手
続
）

第
二
十
三
条
　
第
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
な
い
借
地
権
に
つ
い
て
申
告

し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
市
町
村

長
」
と
あ
る
の
は
、
「
施
行
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
権
及
び
借
地
権
以
外
の
権
利
で
登
記
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
申
告

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
る
借
地
権
以
外
の
権
利
の
申
告
書
を
施
行
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
前
項
の
借
地
権
以
外
の
権
利
の
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
借
地
権
以
外
の
権
利
の
申
告
書
に
署
名
し
た
者
の
本
人
確
認
書
類

二
　
当
該
権
利
が
法
第
百
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
施
行
者
が
管
理
す
る
宅
地
又
は
そ
の
部
分
を
目
的
と
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地
又
は
そ
の
部
分
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
図
面
（
方
位
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

三
　
当
該
権
利
が
宅
地
（
前
号
の
宅
地
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
の
一
部
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
部
分
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
図
面
（
方
位
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

４
　
施
行
者
は
、
第
二
項
の
借
地
権
以
外
の
権
利
の
申
告
書
が
当
該
権
利
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
提
出
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
そ
の
書
面
が
当
該
権
利
を
証
す
る
に
足
り
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
更
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
る
権
利
変
動
届
出

書
を
施
行
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
権
利
変
動
届
出
書
に
つ
い
て
、
第
四
項
の
規
定
は
前
項
の
権
利
変
動
届
出
書
が
提
出

さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
借
地
権
以
外
の
権
利
の
申
告
書
」
と
あ

る
の
は
「
権
利
変
動
届
出
書
」
と
、
第
四
項
中
「
第
二
項
の
借
地
権
以
外
の
権
利
の
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
前

項
の
権
利
変
動
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
四
条
　
法
及
び
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方

整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
七
十
五
条
、
第
百
二
十
三
条
及
び
第
百
二
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。

三
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
住
宅
の
需
要
の
著
し
い
地
域
に
係
る
都
市
計
画
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
。

四
　
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

五
　
法
第
六
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
施
行
規
程
及

び
事
業
計
画
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
、
同
条
第
二
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
意
見
書
を
受
理
し
、
同
条
第
三
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
の
内
容
を
審
査
し
、
必
要
な
修
正
を
加
え
、
又
は
通
知
し
、
及
び
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会

の
意
見
を
聴
き
、
同
条
第
六
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
図
書
を

送
付
し
、
並
び
に
同
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
こ
と
。

六
　
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
を
す
る
こ
と
（
独
立
行
政
法

人
都
市
再
生
機
構
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
（
以
下
「
機
構
施
行
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
。

七
　
法
第
七
十
一
条
の
三
第
四
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
施
行

規
程
及
び
事
業
計
画
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
、
同
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
若
し
く
は
同
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
理
し
、
同
条
第
八
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
の
内
容
を
審
査
し
、
必
要
な
修
正
を
命
じ
、
又
は
通
知
し
、
同
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
図
書
を
送
付
し
、
並
び
に
同
条
第
十

四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
す
る
こ
と
（
機
構
施
行
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

八
　
法
第
三
章
第
九
節
に
規
定
す
る
権
限

九
　
法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
さ
せ
、
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聞
く
こ
と
。

十
　
法
第
百
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
し
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
き
、
及
び
総
務
大
臣
と
協
議
す

る
こ
と
（
機
構
施
行
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

十
一
　
法
第
百
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
又
は
再
審
査
請
求
に
対
し
て
裁
決
を
す
る
こ
と
。

十
二
　
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
こ
と
（
国
土
交
通
大
臣
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
及
び
機
構

施
行
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。
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十
三
　
令
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
こ
と
（
機
構
施
行
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

。
十
四
　
令
第
五
章
の
二
及
び
第
六
章
に
規
定
す
る
権
限

（
大
都
市
等
の
特
例
）

第
二
十
五
条
　
令
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
が
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事

務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
の
見
出
し
、
第
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
（
見

出
し
を
含
む
。
）
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
長
」
と
、
第
三
条
の
二
第
四
号
中
「
都
道

府
県
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
」
と
、
第
四
条
の
五
第
二
項
中
「
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
」
と
あ
る
の
は

「
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下

「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
が
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
の
見
出

し
、
第
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

は
「
中
核
市
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
こ
の
省
令
の
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
土
地
区
画
整
理
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
件
及
び
特
別
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
命
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
土
地
区
画
整
理
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
件
（
昭
和
四
年
内
務
省
令
第
二
号
）

二
　
特
別
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
一
年
閣
令
第
七
十
五
号
）

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
二
五
日
建
設
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
三
〇
日
建
設
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
六
月
二
九
日
建
設
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
三
月
一
一
日
建
設
省
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
後
不
動
産
登
記
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
十
四
号
）
附

則
第
二
条
第
二
項
の
期
日
ま
で
の
間
は
、
各
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
の
土
地
及
び
建
物
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
建
設
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
建
設
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
〇
月
一
八
日
建
設
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
六
月
一
四
日
建
設
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
四
年
六
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
二
五
日
建
設
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
三
日
建
設
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
八
日
建
設
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
六
十
七

号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
三
日
建
設
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
日
建
設
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の

日
（
昭
和
五
十
七
年
十
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
四
日
建
設
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
十
五
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
七
日
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
二
九
日
建
設
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
土
地
区
画
整
理
法
及
び
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
七
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
八
月
七
日
建
設
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
建
設
省
令
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
七
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
法

の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
建
設
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日

（
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
一
七
日
建
設
省
令
第
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
建
設
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
再
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
六
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
間
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他
の

行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令

の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
同
条

第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
さ
れ
た
事
業
計
画
に
係
る
土
地
区
画

整
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
規
則
第
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基

本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
三
項
（
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
都

市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
七
十
七

条
第
六
項
（
同
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
大
都
市
法
」
と
い
う
。
）
第
百
一
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
九
条

及
び
大
都
市
法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
公
告
の
あ

っ
た
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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別
記

様
式
第
一
（
第
十
条
の
二
の
二
関
係
）

様式第一(第十条の二の二関係) 

住 宅 先 行 建 設 区 換 地 申 出 書 

年  月  日  

        殿 

申出人 住所            

氏名            

 

 土地区画整理法第85条の2第1項の規定により、下記の宅地についての換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をします。 

記 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 

      

 

 備考 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載

すること。 

様
式
第
二
（
第
十
条
の
三
関
係
）

様式第二(第十条の三関係) 

建 設 計 画 書 

 

申 出 人 

住 所   

氏 名   

 

 1 建設を予定する住宅の棟数 

建設を予定する住宅の棟数 

戸 建 て 住 宅 

専 用 住 宅 棟 

併 用 住 宅 棟 

共 同 住 宅 

専 用 住 宅 棟 

併 用 住 宅 棟 

合 計   

 

 2 建設を予定する住宅の概要 

番 号   

建
築
物
の
概
要 

住 宅 の 種 別 
(   戸) 

階 数 階 延べ面積の見込み   
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居住の用に供する部分以

外の概要 
用 途 

建築物に占める割

合の見込み 
  

資 金 計 画 
概算事業費 円 

うち自己資金 円 

建 設 時 期 
工事着手見込時期   

工事完了見込時期   

建 築 主 

氏 名   

住 所   

申出人との関係   

 備考 

 1 申出人又は建築主が法人である場合においては、住所及び氏名の欄には、それぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表

者の氏名を記載すること。 

 2 建設を予定する住宅の概要は、複数棟の住宅の建設を計画している場合には、各棟ごとに作成すること。 

 3 住宅の種別の欄には、戸建て住宅、共同住宅の別及び専用住宅、併用住宅の別を示すこと。ただし、共同住宅の場合には、その戸数につ

いても記載すること。 

 4 概算事業費の欄には、住宅先行建設区への換地の申出を行う時期における見込みを記載すること。 

 5 自己資金の欄は、建築主が個人の場合にのみ記載すること。 

 6 建築主が申出人と同一の場合は、その旨を記載すること。 

 

様
式
第
三
（
第
十
条
の
五
関
係
）

様式第三(第十条の五関係) 

市街地再開発事業区換地申出書 

年  月  日   

        殿 

申出人 住所             

氏名             

 

 土地区画整理法第85条の3第1項の規定により、下記の宅地についての換地を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の申出をします。 

 

記 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 権 利 の 種 別 

        

 備考 

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載

すること。 

  2 「権利の種別」欄には、所有権又は借地権の別を記載すること。 
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様
式
第
四
（
第
十
条
の
六
関
係
）

様式第四(第十条の六関係) 

高度利用推進区換地申出書 

年  月  日  

        殿 

申出人 住所            

氏名            

住所            

氏名            

  土地区画整理法第85条の4第1項の規定により、下記の宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をします。 

記 

所有者又は借地権

者の氏名 
所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 権 利 の 種 別 

          

          

 

 備考 

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載

すること。 

  2 「権利の種別」の欄には、所有権又は借地権の別を記載すること。 

 

様
式
第
五
（
第
十
条
の
六
関
係
）

様式第五(第十条の六関係) 

高度利用推進区宅地共有化申出書 

年  月  日   

        殿 

申出人 住所             

氏名             

住所             

氏名             

  土地区画整理法第85条の4第2項の規定により、下記の宅地について高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出

をします。 

記 

所有者の氏名 所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 
換地処分後の

共有持分の割合 

          

          

          

 備考 

  1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載

すること。 

  2 「地積」欄の最下段に地積の合計を記載すること。 

  3 「換地処分後の共有持分の割合」欄は、従前の宅地の価額の割合と異なる割合を定めることを希望する場合にのみ記載すること。 
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様
式
第
六
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第六(第十三条関係) 

 

換 地 明 細 書 

(一) 換地明細 

所有者の住所及び

氏 名 

従 前 の 土 地 換 地 処 分 後 の 土 地 

記 事 
所有権

の登記

の有無 

    郡    町村 

    市     区 
街 区

番 号 

    郡    町村 

    市     区 

所有権以外の権利

又は処分の制限で

既登記のもの 

町又

は字 
地番 地目 地積 

町 又

は 字 
地 番 地 目 地 積 種 別 部 分 符 号 

                              

(二) 法第89条の4の規定により換地を定めない処分の明細 

 イ 従前の土地及び借地権 

所有権又は借地

権の登記の有無 
土 地 の 表 示 

土地について存

する権利の種別 
権利者の住所及び氏名 摘 要 

          

 ロ 換地処分後の換地 

表題登記又は所有

権の登記の有無 
土 地 の 表 示 所有者の住所及び氏名 持 分 摘 要 登記の順位番号 

            

(三) 法第91条第3項の規定による処分の明細 

 イ 従前の土地 

所有権の登記の有無 土 地 の 表 示 所有者の住所及び氏名 摘 要 

        

 ロ 換地処分後の土地 

表題登記又は所有
権 の 登 記 の 有 無 

土 地 の 表 示 所有者の住所及び氏名 持 分 摘 要 登記の順位番号 

            

(四) 法第93条の規定による処分の明細 

 イ 従前の土地及び借地権 

所有権又は借地
権の登記の有無 

土 地 の 表 示 
土地について存
する権利の種別 

権利者の住所及び氏名 摘 要 

          

 ロ 換地処分後の土地 

表題登記又は所有
権 の 登 記 の 有 無 

土 地 の 表 示 所有者の住所及び氏名 持 分 摘 要 登記の順位番号 

            

 ハ 換地処分後の建物 

表題登記又は所有

権 の 登 記 の 有 無 

建 物 の 表 示 
従前の土地に

ついて存する

権利の種別 

所有者の住

所及び氏名 
持 分 摘 要 登記の順位番号 所 在   

全体の
表 示 

区分所有の部分の表示 
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備 考 

 1 「所有者の住所及び氏名」欄には、所有者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

 2 従前の土地に係る郡市区町村並びに「町又は字」、「地番」、「地目」及び「地積」の各欄は、登記簿に登記された表示により記載する

こと。 

 3 「街区番号」欄には、換地図に記載された街区番号を記載すること。 

 4 換地処分後の土地に係る各欄には、換地(換地とみなされるものを含む。)、参加組合員に対して与えるべき宅地、保留地及び換地処分後

の公共施設の用に供する土地について、該当事項を記載すること。 

  なお、換地を定めない従前の土地に対応する換地処分後の土地に係る各欄は、空欄にしておくこと。 

 5 「種別」、「部分」及び「符号」の各欄には、従前の土地について存する所有権以外の権利又は処分の制限で換地処分後の土地について

存することとなるものについて、該当事項を記載すること。この場合において、「種別」欄には、その登記簿に登記された順位番号を冠記

し、「部分」欄には、その目的となつている土地の部分の位置及び地積を記載すること。 

  なお、地役権については、「部分」及び「符号」の各欄を空欄とし、「記事」欄に土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第5条の申

請情報においてその内容を明らかにした旨を記載すること。 

 6 「記事」欄には、従前の土地又は換地処分後の土地につき、下記の場合に、それぞれその旨及び当該事項に関する換地処分の効果等につ

いて記載すること。 

 (1) 法第89条の2、法第89条の3又は法第89条の4の規定により換地を定める場合 

 (2) 法第89条の4、法第90条、法第91条第3項若しくは第4項若しくは法第95条第6項の規定により換地を定めない場合又は法第93条第3項の

規定により金銭により清算する場合 

 (3) 法第92条第3項の規定により従前の土地について存する借地権の目的となるべき土地若しくはその部分を定めない場合又は法第93条第

3項の規定により金銭により清算する場合 

 (4) 法第91条第1項若しくは第5項の規定により換地を定める場合又は法第92条第1項若しくは第4項の規定により借地権の目的となるべき

土地若しくはその部分を定める場合 

 (5) 法第95条第1項の規定により換地を定める場合 

 (6) 法第95条第3項の規定により同条第1項第1号から第5号までに掲げる施設の用に供すべき土地として定める場合 

 (7) 法第95条の2の規定により参加組合員に対して与えるべき宅地として定める場合 

 (8) 法第96条第1項又は第2項の規定により保留地として定める場合 

 (9) 法第104条第5項の規定により地役権が消滅する場合 

 (10) 法第105条第1項又は第3項の規定により所有権が国又は地方公共団体に帰属する場合 

 (11) 法第105条第2項の規定により従前の権利が消滅する場合 

 7 (二)のイ及び(四)のイの調書中「土地の表示」欄には、従前の土地及び従前の借地権の目的となつている土地について、その所在、地番、

地目及び地積を登記簿に登記された表示により記載すること。 

 8 「土地について存する権利の種別」欄には、従前の土地について存する所有権、地上権及び賃借権についてその種別を記載すること。こ

の場合において、既登記の借地権については、その登記簿に登記された順位番号を冠記すること。 

 9 「権利者の住所及び氏名」欄には、権利者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

 10 (二)のイ及び(四)のイの調書中「摘要」欄には、従前の土地又は借地権について既登記の先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買

戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記が存するときは、登記簿に登記された順位番号を冠記し、

その権利の種別を記載すること。 

 11 「登記の順位番号」欄は空欄にしておくこと。 

 12 (二)のロ及び(三)の調書中「土地の表示」欄には、その所在、地番、地目及び地積を記載すること。 

 13 (二)のロ及び(三)の調書中「摘要」欄には、既登記の先取特権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項

の定めの登記若しくは処分の制限の登記が存するときは、登記簿に登記された順位番号を冠記し、その権利の種別を記載すること。 

 14 (四)のロの調書中「土地の表示」欄には、建物の存する土地が2筆以上で、各筆の共有者及びそれぞれの共有持分の割合が相互に同一で

あるときは、各筆の土地の表示を連記すること。 

 15 (四)のロの調書中「摘要」欄には、換地処分後の土地の共有持分を与えられた従前の土地又は借地権について既登記の先取特権、質権若

しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記が存するときは、登記簿に

登記された順位番号を冠記し、その権利の種別を記載すること。 

15



 16 (四)のハの調書は、建物一棟ごとに作成し、その最下段に共用部分について記載すること。 

 17 「全体の表示」欄には、建物の全体の構造及び床面積を記載すること。 

 18 「区分所有の部分の表示」欄には、家屋番号並びに区分所有の部分の構造、種類、床面積及び建物の番号があるときは、建物の番号を記

載すること。 

 19 「従前の土地について存する権利の種別」欄の記載については、8の例によること。 

 20 (四)のハの調書中「摘要」欄の記載については、15の例によること。 

 21 共用部分の記載については、「区分所有の部分の表示」欄に共用部分の家屋番号、構造、種類及び床面積を記載すること。 

 22 電子計算機その他の機器により記載する場合には、それに必要な限度において、欄を適宜組み替え、又は新たに欄を設けることができる

ものとすること。 

様
式
第
七
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第七(第十四条関係) 

 

各 筆 各 権 利 別 清 算 金 明 細 書 

(一) 各筆各権利別清算金明細 

権利者の住

所及び氏名 

従 前 の 土 地 換 地 処 分 後 の 土 地 清算金、
仮清算金
及び清算
金精算額 

供 託

す べ

き 金

額 

記 事 
市区
町村
及び
町又
は字 

地番 地目 地積 

 所有権以外の権
利又は処分の制
限 

権利

価額 

街区

番号 

市区
町村
及び
町又
は字 

地番 地目 地積 

所有権以外
の権利又は
処分の制限 

権利

価額 種別 部分 符号 地積 部分 符号 地積 徴収 交付 

                                              

(二) 法第89条の4又は第91条第3項の規定により換地を定めない処分に係る各筆各権利別清算金明細 

権利者の住

所及び氏名 

従 前 の 土 地 換 地 処 分 後 の 土 地 清 算 金 、仮
清 算 金及 び
清 算 金精 算
額 

供託すべき金額 
市区
町村
及び
町又
は字 

地番 地目 地積 

 所有権以外の権
利又は処分の制
限 

権利

価額 

街区

番号 

市区
町村
及び
町又
は字 

地番 地目 地積 

共有

持分 

権利

価額 種別 部分 符号 地積 徴収 交付 
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(三) 法第93条の規定による処分に係る各筆各権利別清算金明細 

権利者の住

所及び氏名 

従 前 の 土 地 換地処分後の土地及び建物 清算金、
仮清算金
及び清算
金精算額 

供 託

す べ

き 金

額 

摘 要 
市区
町村
及び
町又
は字 

地番 地目 地積 

 所有権以外の権
利又は処分の制
限 

権利

価額 

建物の表示 

建 物 の 区 分 所 有 の 部
分、共用部分及びその
共有持分並びに共有土
地及び共有持分の表示 

権利

価額 種別 部分 符号 地積 徴収 交付 

                                  

 備 考 

  1 「権利者の住所及び氏名」欄には、権利者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

  2 従前の土地に係る「市区町村及び町又は字」、「地番」、「地目」及び「地積」の各欄は、登記簿に登記された表示により記載すること。この場合

において、「地積」欄には、登記簿に登記された地積が換地を定めるときの基準となる従前の地積(以下「基準地積」という。)と異なるときは、当該

基準地積を併記すること。 

  3 従前の土地について存する所有権以外の権利又は処分の制限に係る「種別」、「部分」、「符号」及び「地積」の各欄には、既登記のもの及び申告

又は届出があつたものについて、該当事項を記載すること。この場合において、「種別」欄には、既登記のものについては、その登記簿に登記された

順位番号を冠記し、「地積」欄には、登記又は申告若しくは届出に係る地積が基準地積と異なるときは、当該基準地積を併記すること。 

  4 (一)の調書中「権利価額」欄並びに(二)及び(三)の調書中従前の土地に係る「権利価額」欄には、土地若しくは借地権又は先取特権、質権、抵当権

若しくは処分の制限の存する土地の部分の価額を記載すること。 

  5 「街区番号」欄には、換地図に記載された街区番号を記載すること。 

  6 換地処分後の土地に係る「部分」、「符号」及び「地積」の各欄には、従前の土地に存する所有権以外の権利又は処分の制限で換地処分後の土地に

ついて存することとなるものについて、該当事項を記載すること。 

  7 法第95条第5項の規定による特別の定めをする土地については、「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において

清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載すること。 

  8 「記事」欄には、従前の土地について、様式第六備考6の例により記載すること。 

  9 「建物の表示」欄には、建物の全体の構造及び床面積を記載すること。 

  10 電子計算機その他の機器により記載する場合には、それに必要な限度において、欄を適宜組み替え、又は新たに欄を設けることができるものとす

ること。 

17



様
式
第
八
（
第
十
六
条
関
係
）

様式第八(第十六条関係) 

 

借 地 権 申 告 書 

令和  年  月  日 

借 地 権 者 

住 所   

生 年 月 日   職業   

氏 名   

土 地 所 有 者 

 又 は

申告に係る借地

権の目的である

権利所有者 

住 所   

生 年 月 日   職業   

氏 名   

           殿 

 次表の土地の 
全部 

一部 
   平方メートルについて下記の内容の   権を有することを 

申告します。 

 令和  年  月  日登記簿登記事項 

大 字 字 地 番 地 目 地 積 摘 要 所有者の住所及び氏名 

              

記 

備考 

 1 土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者が連署せず、借地権を証す

る書面を添えて申告する場合においては、「土地所有者又は申告に係る借地権の目的で

ある権利所有者」欄は、記載しないこと。 

 2 「土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者」欄は、「土地所有者」

及び「申告に係る借地権の目的である権利所有者」のうち連署しない一方を消すこと。 

 3 借地権者、土地所有者又は申告に係る借地権所有者が法人である場合においては、「住

所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄にはその法人の名称を、「所

有者の住所及び氏名」欄には土地所有者である法人の主たる事務所の所在地及び名称を

記載し、「生年月日」及び「職業」欄には記載しないこと。 

様
式
第
九
（
第
十
九
条
関
係
）

様式第九(第十九条関係) 

 

裁 決 申 請 書 

 

裁決申請者 住 所             

 

氏 名             

 

相 手 方 住 所             

 

氏 名             

 

 土地区画整理法第   条第   項の規定による損失の補償について協議が成立しな

いので、下記により、裁決を申請いたします。 

記 

1 土地区画整理事業の名称 

2 損失の事実 

3 損失の補償の見積り及びその内訳 

4 協議の経過 

 令和  年  月  日 

裁決申請者 住 所             

氏 名             

 収用委員会 御中 

備考 

 1 「損失の事実」については、発生の場所及び時期を併せて記載すること。 

 2 「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。 

 3 「協議の経過」については、経過の説明のほかに、協議が成立しない事情を明らかに

すること。 

 4 裁決申請者又は相手方が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその

法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。 
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様
式
第
十
（
第
二
十
三
条
関
係
）

様式第十(第二十三条関係) 

 

 

借地権以外の権利の申告書 

令和  年  月  日 

権 利 者 
住 所   

氏 名   

土地所有者又は申告

に係る権利の目的で

ある権利所有者 

住 所   

氏 名   

           殿 

 次表の土地の 
全部 

一部 
   平方メートルについて下記の内容の   権を有すること 

を申告します。 

令和  年  月  日登記簿登記事項 記 事 

大 字 字 地 番 地 目 地 積 摘 要 
所有者の住所

及 び 氏 名 

  

              

記 

備考 

 1 土地所有者又は申告に係る権利の目的である権利所有者が連署せず、当該権利を証す

る書面を添えて申告する場合においては、「土地所有者又は申告に係る権利の目的であ

る権利所有者」欄は、記載しないこと。 

 2 「土地所有者又は申告に係る権利の目的である権利所有者」欄は、「土地所有者」及

び「申告に係る権利の目的である権利所有者」のうち連署しない一方を消すこと。 

 3 権利者、土地所有者又は申告に係る権利の目的である権利所有者が法人である場合に

おいては、「住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄にはその法

人の名称を、「所有者の住所及び氏名」欄には土地所有者である法人の主たる事務所の

所在地及び名称を記載すること。 

 4 土地が法第百条の二の規定により施行者が管理する宅地又はその部分である場合に

おいては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」欄以外

の欄は記載しないことができる。 

様
式
第
十
一
（
第
二
十
三
条
関
係
）

様式第十一(第二十三条関係) 

 

 

権 利 変 動 届 出 書 

 令和  年  月  日 

  
住 所   

生 年 月 日   職業   

氏 名   

住 所   

生 年 月 日   職業   

氏 名   

           殿 

 次表の土地について令和   年   月   日申告に係る   権について下記の 

とおり 

移転 

変更 

消滅 

がありましたので届け出ます。 

 

令和  年  月  日登記簿登記事項 記 事 

大 字 字 地 番 地 目 地 積 摘 要 
所有者の住所

及 び 氏 名 

  

              

記 

備考 

 1 借地権以外の権利に関する変動届の場合においては、「生年月日」及び「職業」欄は、

記載しないこと。 

 2 届出者又は土地所有者が法人である場合においては、「住所」欄にはその法人の主た

る事務所の所在地を、「氏名」欄にはその法人の名称を、「所有者の住所及び氏名」欄

には土地所有者である法人の主たる事務所の所在地及び名称を記載し、「生年月日」及

び「職業」欄には記載しないこと。 

 3 土地が法第百条の二の規定により施行者が管理する宅地又はその部分である場合に

おいては、登記簿登記事項の表中「記事」欄にその旨を記載し、同表中「記事」欄以外

の欄は記載しないことができる。 
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